
諮問第３７号 

答   申 

 

第１ 審議会の結論 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２８条に基づき、特定個人情報ファイルに個

人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えることに伴い山梨県知事が

特定個人情報保護評価の再実施に当たり作成した「住民基本台帳ネットワー

クに関する事務 全項目評価書（案）」（以下「本件評価書」という。）に

ついて点検を行ったところ、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライ

バシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいそ

の他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するため

の適切な措置を講じていると認められる。 

 

第２ 審議経過 

 

年 月 日 審 議 事 項 

 令和５年１１月 １日  ○諮問 

 令和５年１２月１１日  ○審議 
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